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０．概要 

  

 本稿では（共有資源など）国際的に共通価格（共通魚価）を持つ資源財に関する譲渡不能な漁獲枠

（資源財収穫枠）を正当化するのに大前提となる、各国内点解で欲しがる漁獲枠に均衡が存在するか

を、近経理論的に検証した。簡単化かつ偏りのない国家の目的としての経済厚生最大化を非協力的に

考えて国家の希望する漁獲枠を決める場合、共通魚価を気にする限りでは各国内点解の均衡は存在し

ないことが示された。この結果は基本的に鮮魚など貯蔵が本質的に困難な場合に示すが、貯蔵可能な

場合でも近視眼的な政府の場合には保持される。協力ゲーム等でのナッシュ交渉解でもこうした前提

が満たされることは必須であり、一律比例的に漁獲枠を総漁獲量の削減に合わせて減らす場合にもこ

の前提が満たされる必要があった。これは譲渡不能な漁獲枠に関する正当化は通常難しいことを意味

する。本稿ではこの結果が（関数形の一般化など）かなりの一般性を以て示されることが分かった。 
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１． はじめに 

 

 温室効果ガスに代表される地球環境問題における譲渡可能排出枠などと比べても、資源の問題では

譲渡可能な漁獲枠（資源財収穫枠）を設定する事例は（国内などではノルウェーやニュージーランド

をはじめ色々な国で導入されているのとは対照的に）国境を超えた枠の譲渡・売買の事例は少ない。

例えば大西洋の鮪鰹類を管轄する ICCAT には移譲例は一部あるが（水産庁(2016)を参照）、それは

ICCATの会議などかなり公式な手続きを経るものであり、そのときの状況に応じて簡単に売買・譲渡

できるような状況ではなく、その意味においては「ひとたび会議が終われば」譲渡不能な漁獲枠に近

い。東太平洋の鮪鰹類を管轄する IATTCでは国別の漁獲枠を設定する位までしかなく、移譲などの概

念は日本の政府公式報告書などにもない（水産庁(2014, 2017)を参照）。国境を超えた枠の譲渡・売買が

少ない理由としては、国境を超えての枠の取引を可能にするにはしっかりした監視体制が国家間や国

際的に必要になるものの、世界的・国際的な枠組みが作り難く、その監視体制が充分ではない側面が

候補の 1 つに挙がる。地球温暖化問題には IPCC のような国際的な枠組みが作られているが、資源問

題は世界の共通課題よりは各地域の国家間での問題になることが多く、その管理の枠組みは地域的な

枠組みである RFMOなどに委ねられることが多い。そのため、効果的な罰則を伴った強制力のある監

視体制を全ての地域で作るには時間がかかり、世界的に問題構造が類似していてもしっかりした監視

体制は（EU 内のように対立を抱えながらもまだ比較的価値観を共有し易い地域を除けば）なかなか

国際的には構築し難い。そのため、漁獲枠では譲渡不能な漁獲枠が今でも国家間など国際的には（国

別漁獲枠では）数多く使われている。１国内で解決可能な国内の資源問題と異なり、国際的に共有さ

れた再生可能資源を中心に譲渡不能な漁獲枠が使われている以上、その経済学的な妥当性を裏付ける

ことは急務である。その反面、妥当性が付けられない場合には、少なくとも妥当性がないことを理解

して導入するか、（譲渡可能な漁獲枠 ITQなどの国際版のように）他の手法に切り替える必要がある。 

 ところで、譲渡不能な漁獲枠を正当化する導出方法としては、経済理論的には協力ゲームにおける

ナッシュ交渉解が有名である。これは交渉が決裂したときの各国内点解で求める漁獲枠の量などで決

まる均衡を前提とし、より望ましい状況を決める方法である。前提には交渉が決裂した時の各国の内

点解で求める漁獲枠の量で決まる均衡が存在することが必須である。何故ならば漁獲枠を全く求めな



い国については資源管理の観点では考える必要がなく、逆に漁業に特化する場合には漁業を行わない

場合の所得確保の代替手段が無い可能性が捨てきれないからである。旧来のリカード貿易理論等に代

表される静学的な理論の場合、固定的な投入係数で生産性が決まっている状況を基に、比較優位を持

つ産業を選択する。しかし、建設業に代表されるように、その技術を使わなくなったらその技術は基

の生産性を維持することは難しい。漁業への特化を継続的に選択してきた国には他の産業による所得

確保が充分に出来るだけの生産性を維持しているとは考え難い。見返りを必要としない国際援助が難

しくなってきた昨今においては、共有の漁業資源管理を理由とした新規産業を興せる可能性も乏しく、

失業・無業または所得減少を意味する訳であり、漁獲枠の減少の交渉自体が困難であることを意味す

る。これは長年漁業にのみ従事してきた人が（事故で手足を失う、震災や遭難などで船や道具一式を

失うなどで）漁業が今後出来ない状況に陥った際、就業支援を総統綿密にしない限り転職は困難なこ

とと対比させれば分かる。就業支援ができる背景には国全体としてはそれだけの産業の生産性を保有

しているからできることであり、国として産業の生産性を確保できていない場合にはそれも困難であ

る。どちらにせよ、内点解的に各国が非協力的に欲しがる漁獲量からなる均衡の存在が鍵となる。ま

た、一律比例的に各国の漁獲量を制限する場合なども同じ前提つまり各国内点解で求める漁獲枠の量

等で決まる均衡の存在が必要となる。そして、漁業では特に交渉が決裂したら、交渉がまとまるまで

漁をせず待つ等ということはしなく、交渉が決裂したのだから拘束される必要はないとして各々が動

き出し、次の交渉がまとまるまでは各々の判断に委ねられることが一般的である。ところで、通常は

（同時手番に数量を決める非協力ゲームにおけるクールノー・ナッシュ均衡の様に）この前提となる

均衡は存在すると思われてきた。そのため、2国・2財での共有漁業資源財において片方の国は貿易で

特化することを前提に分析を行った Takarada et al.(2012)に対しては、両国不完全特化が本来的な姿で

ありその分析妥当性を疑問視する指摘が出たこともある。 

本稿では（国際的に共有された再生可能資源に代表される）国際的な共通市場の下で共通魚価を持

つ場合を想定して、各国政府が非協力的に共通魚価を気にしながら経済厚生最大化をする漁獲枠の量

を内点解で決める均衡について検討した。その結果、天然漁獲で（長期間の保存が本質的に困難な）

鮮魚を扱う場合を中心に、前提となる本均衡は移行過程含めて存在せず、どこかの国は必ず（全労働

者が漁業など資源財に携わるか、誰も漁業等には携わらないかの）特化生産を実現することが明らか

となった。もし全ての国が内点解的に漁獲枠を決める均衡が存在するのであれば、どこかの国は少な

くとも（漁業者に対する雇用確保など）その国の経済厚生最大化以外の目的を持つ必要があり、その

目的の妥当性は別途説明の必要がある。この結果は生産・漁獲関数の一般化などかなり一般性を持ち、

魚（資源財）などが長期に貯蔵可能になる場合でも本質的には政府が近視眼的であれば頑健性を持つ。

なお時間設定は離散時間・連続時間の双方で成り立ち、連続時間で扱う微分ゲームでは比較的計算し

易いオープン・ループ解だけでなくより経済学的な妥当性の高いフィードバック・ナッシュ均衡を解

概念に取る場合でも本結果は保持されることが、本記載の手法を考えれば分かる。第２節で基本モデ

ル分析を離散時間で行い、第３章は本稿のまとめとする。 

 

２．基本モデル分析：離散時間形 

 

 本稿では一般性をできるだけ持たせるため、n国１要素（労働：賦存量 L）で非負の要素を持つ漁業

資源量ベクトル Sに依拠した漁業資源財Hと、価値基準財の非資源財（工業品など）Mを扱う場合を

考える。この H と M、L や S 等は貿易理論と漁業経済学を初めて統合した Brander and Taylor(1997, 

1998)に倣って用いる。漁業資源量 S をベクトルにするのは親魚と稚魚を区別する場合や、（共通魚価

が成立する）異なる資源系の場合にも適用可能にする場合にも使えるようにするためであり、状態変

数とし、長期的には各要素が環境収容量としての正の数を要素に持つ上限のベクトル Cでの対応する

要素に抑えられているとする。以下需要を明示する場合には小文字で表すものとする。漁業資源財 H

には国際的に共通魚価 pが付いていて、それ以外の（関税や輸送費単価など）共通魚価に依存しない



各国特有の外生単価変動部分は cで示す。国の添え字は iで右上に示すものとし(i=1,2,…,n)、時間を t

で表し、必要な部分だけ示す。簡単化のために、全ての関数は必要なだけ連続で微分可能とし、断ら

ない限り変数と関数の値自体は正の範囲で考える。各国家は国際的な共通魚価を気にするとする。水

産庁が魚価を考えずに国のため等と論じられないことを想起すれば自然な想定と分かる。 

 所得を Iで表し、その期の効用を(h,m)それぞれの狭義単調増加関数U(h,m)で示す。効用最大化は 

max
ℎ>0,𝑚>0

𝑈𝑡
𝑖(ℎ𝑡

𝑖 , 𝑚𝑡
𝑖 )     s. t.    (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖)ℎ𝑡
𝑖 + 𝑚𝑡

𝑖 ≤ 𝐼𝑡
𝑖 , 

と書ける。必要ならば非資源財については準線型性を持つ 

𝑈𝑡
𝑖(ℎ𝑡

𝑖 , 𝑚𝑡
𝑖 ): = 𝑢𝑡

𝑖 (ℎ𝑡
𝑖 ) + 𝑚𝑡

𝑖 , 

等で考えて問題ない。間接効用関数を(p+c,I)の関数 v で示し、所得に対する偏微係数を正とする。内

点解で解ける状態を仮定し、その乗数νとラグランジュ関数Φ(h,m,ν)そして内点解の条件はそれぞれ、 

𝛷𝑡
𝑖(ℎ𝑡

𝑖 , 𝑚𝑡
𝑖 , 𝜐𝑡

𝑖) ≔ 𝑈𝑡
𝑖(ℎ𝑡

𝑖 , 𝑚𝑡
𝑖 ) + 𝜐𝑡

𝑖{𝐼𝑡
𝑖 − (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖)ℎ𝑡
𝑖 − 𝑚𝑡

𝑖 }, 

𝜕𝛷𝑡
𝑖

𝜕ℎ𝑡
𝑖

=
𝜕𝑈𝑡

𝑖

𝜕ℎ𝑡
𝑖

− (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡
𝑖)𝜐𝑡

𝑖 = 0,   
𝜕𝛷𝑡

𝑖

𝜕𝑚𝑡
𝑖

=
𝜕𝑈𝑡

𝑖

𝜕𝑚𝑡
𝑖

− 𝜐𝑡
𝑖 = 0,   (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖)ℎ𝑡
𝑖 + 𝑚𝑡

𝑖 = 𝐼𝑡
𝑖 , 

と書け、次の補題はロワの恒等式から直ちに導出できる。 

 

補題１（ロワの恒等式） 次の式が内点解には満たされる。 

ℎ𝑡
𝑖 = −

𝜕𝑣𝑡
𝑖

𝜕𝑝𝑡
(𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖 , 𝐼𝑡
𝑖)

𝜕𝑣𝑡
𝑖

𝜕𝐼𝑡
𝑖

(𝑝𝑡 + 𝑐𝑡
𝑖, 𝐼𝑡

𝑖)⁄ ⟺
𝜕𝑣𝑡

𝑖

𝜕𝑝𝑡
(𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖 , 𝐼𝑡
𝑖) = −ℎ𝑡

𝑖 (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡
𝑖, 𝐼𝑡

𝑖) ∙
𝜕𝑣𝑡

𝑖

𝜕𝐼𝑡
𝑖

(𝑝𝑡 + 𝑐𝑡
𝑖 , 𝐼𝑡

𝑖). 

 

証明 包絡線定理から次の 2式を基に示される。 

𝜕𝑣𝑡
𝑖

𝜕𝑝𝑡
=

𝜕Φ𝑡
𝑖

𝜕𝑝𝑡
= −𝜈𝑡

𝑖 ∙ ℎ𝑡
𝑖 ,    

𝜕𝑣𝑡
𝑖

𝜕𝐼𝑡
𝑖

=
𝜕Φ𝑡

𝑖

𝜕𝐼𝑡
𝑖

= 𝜈𝑡
𝑖 . 

 

 次に漁獲量Hと非資源財生産量Mに関する関数とその特性・逆関数そして労働賦存量制約を 

𝐻𝑡
𝑖(𝐿𝐻𝑡

𝑖 ; 𝑺𝑡):     𝐻𝑡
𝑖′ > 0,    𝐻𝑺𝑡

𝑖 ≧ 0,    𝐿𝐻𝑡
𝑖 (𝐻𝑡

𝑖; 𝑺𝑡) ≔ 𝐻𝑡
𝑖,−1,     𝑀𝑡

𝑖(𝐿𝑀𝑡
𝑖 ):     𝑀𝑡

𝑖′
> 0,    𝐿𝐻𝑡

𝑖 + 𝐿𝑀𝑡
𝑖 = 𝐿𝑡

𝑖 , 

と設定する。ここで≧は全ての成分同士で等号付き不等号が成り立つことを示す。本稿での結果は収

穫一定かどうか等によらない一般性を確保可能である。ここから、所得は 

𝐼𝑡
𝑖 ≔ (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖)𝐻𝑡
𝑖 + 𝑀𝑡

𝑖[𝐿𝑡
𝑖 − 𝐿𝐻𝑡

𝑖 (𝐻𝑡
𝑖; 𝑺𝑡)], 

という形で漁獲量（資源財生産量）と共通魚価 pの関数として書ける。鮮魚のように長期保存ができ

ないとすれば、漁獲量から決まるその等号付き不等号という本来の形で表した鮮魚の需給均衡は、 

∑ ℎ𝑡
𝑖 〈𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖, (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡
𝑖)𝐻𝑡

𝑖 + 𝑀𝑡
𝑖[𝐿𝑡

𝑖 − 𝐿𝐻𝑡
𝑖 (𝐻𝑡

𝑖; 𝑺𝑡)]〉

𝑛

𝑖=1

≤ ∑ 𝐻𝑡
𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

で示される。この式は均衡で等号として成り立つので、ここから、 

∑{ℎ𝑡
𝑖 〈𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖 , (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡
𝑖)𝐻𝑡

𝑖 + 𝑀𝑡
𝑖[𝐿𝑡

𝑖 − 𝐿𝐻𝑡
𝑖 (𝐻𝑡

𝑖; 𝑺𝑡)]〉 − 𝐻𝑡
𝑖}

𝑛

𝑖=1

= 0, 

となる。この式での総和記号の中は各国の鮮魚の輸入量となる。次のことが成り立つ。 

 

補題２ 鮮魚の輸入量の符号が一致しない国同士がある。 

 

なお、貯蔵が可能になると、この式は貯蔵量 Kを用いて 



∑ ∑{ℎ𝑠
𝑖 〈𝑝𝑠 + 𝑐𝑠

𝑖 , (𝑝𝑠 + 𝑐𝑠
𝑖)𝐻𝑠

𝑖 + 𝑀𝑠
𝑖[𝐿𝑠

𝑖 − 𝐿𝐻𝑠
𝑖 (𝐻𝑠

𝑖; 𝑺𝑠)]〉 − 𝐻𝑠
𝑖}

𝑡

𝑠=0

𝑛

𝑖=1

≤ 𝐾𝑡
𝑖 , 

の等号成立時へと書き変わるが、これも過去の貯蔵による消費の分まで供給に入れ、今期の貯蔵の分

を供給から除く形へ供給の定義を直すことで、（将来の価格体系を考慮に入れられない）近視眼的な政

府では以下の結果が保存される。以下では鮮魚つまり長期的な保存は不可能な資源財を想定する。 

 資源量ストックベクトル Sについては初期（0期）を与えて漸化式を次のように一般的に設定する。 

𝑺𝑡+1 = 𝑭𝑡(𝑺𝑡 , 𝐻𝑡
1, 𝐻𝑡

2, ⋯ , 𝐻𝑡
𝑛, 𝑀𝑡

1, 𝑀𝑡
2, ⋯ , 𝑀𝑡

𝑛) = 𝑭𝑡(𝑺𝑡, 𝑯𝑡 , 𝑀𝑡
𝑖 , 𝑴𝑡

−𝒊)(≧ 𝟎),      lim
𝑡→∞

𝑺𝑡 ≦ 𝑪. 

ここで-i は i 以外をまとめたものである。本来は回復関数と使用量などを考えて、となるわけだが、

部分的な影響に留まるスピル・オーバー型でも本結果は保存できるので、その意味では一般性は高い

方が良い。工業品などを入れるのは、魚資源の環境・生態系への悪影響（公害等の負の外部性）など

を扱えるようにするためであり、これは環境と貿易に関する理論である Copeland and Taylor(1999)と、

資源と貿易に関する理論である Brander and Taylor(1998)を統合したYanase and Li(2015)や Rus(2016)な

どを念頭にしている。正で１より小さい外生割引率をβとする。 

 以上を基に各期の非協力的な経済厚生最大化は、資源レント等を全て所得に還元して、 

max
0≤𝐻𝑡

𝑖≤𝐻𝑡
𝑖(𝐿𝑡

𝑖 ;𝑺𝑡),𝑝𝑡>0
∑(𝛽𝑖)

𝑡
∙ 𝑣𝑡

𝑖〈𝑝𝑡 + 𝑐𝑡
𝑖 , (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖)𝐻𝑡
𝑖 + 𝑀𝑡

𝑖[𝐿𝑡
𝑖 − 𝐿𝐻𝑡

𝑖 (𝐻𝑡
𝑖; 𝑺𝑡)]〉

∞

𝑡=0

 

s. t.     𝑺𝑡+1 = 𝑭𝑡 (𝑺𝑡 , 𝑯𝑡 , 𝑀𝑡
𝑖[𝐿𝑡

𝑖 − 𝐿𝐻𝑡
𝑖 (𝐻𝑡

𝑖; 𝑺𝑡)], 𝑴𝑡
−𝒊(𝑺𝑡)),    𝑺0(> 𝟎): given,             

∑ ℎ𝑡
𝑖 〈𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖, (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡
𝑖)𝐻𝑡

𝑖 + 𝑀𝑡
𝑖[𝐿𝑡

𝑖 − 𝐿𝐻𝑡
𝑖 (𝐻𝑡

𝑖; 𝑺𝑡)]〉

𝑛

𝑖=1

≤ ∑ 𝐻𝑡
𝑖

𝑛

𝑖=1

,                            

と設定すればよい。横断性条件は必要な分だけ設定するものとする。本稿では横断性条件は解の確定・

一意性以外には使わないので省略する。 

 乗数λ, μに対するラグランジュ関数Ψと、内点解になるための条件のうち使うものはそれぞれ 

𝛹𝑡
𝑖(𝐻𝑡

𝑖 , 𝑝𝑡 , 𝑺𝑡 , 𝝀𝑡
𝑖 , 𝜇𝑡

𝑖 ) ≔ 𝑣𝑡
𝑖〈𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖 , (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡
𝑖)𝐻𝑡

𝑖 + 𝑀𝑡
𝑖[𝐿𝑡

𝑖 − 𝐿𝐻𝑡
𝑖 (𝐻𝑡

𝑖; 𝑺𝑡)]〉   

+𝝀𝑡
𝑖 ∙ 𝑭𝑡 (𝑺𝑡 , 𝑯𝑡 , 𝑀𝑡

𝑖[𝐿𝑡
𝑖 − 𝐿𝐻𝑡

𝑖 (𝐻𝑡
𝑖; 𝑺𝑡)], 𝑴𝑡

−𝒊(𝑺𝑡))                                

−𝜇𝑡
𝑖 ∑{ℎ𝑡

𝑗〈𝑝𝑡 + 𝑐𝑡
𝑗
, (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑗
)𝐻𝑡

𝑗
+ 𝑀𝑡

𝑗
[𝐿𝑡

𝑗
− 𝐿𝐻𝑡

𝑗
(𝐻𝑡

𝑗
; 𝑺𝑡)]〉 − 𝐻𝑡

𝑗
}

𝑛

𝑗=1

, 

𝛹𝑖 ≔ ∑(𝛽𝑖)
𝑡

∙ 𝛹𝑡
𝑖 ,

∞

𝑡=0

         
𝜕𝛹𝑡

𝑖

𝜕𝐻𝑡
𝑖

= 0,          
𝜕𝛹𝑡

𝑖

𝜕𝑝𝑡
=

𝜕𝑣𝑡
𝑖

𝜕𝑝𝑡
+

𝜕𝑣𝑡
𝑖

𝜕𝐼𝑡
𝑖

∙ 𝐻𝑡
𝑖 − 𝜇𝑡

𝑖 ∑ (
𝜕ℎ𝑡

𝑗

𝜕𝑝𝑡
+

𝜕ℎ𝑡
𝑗

𝜕𝐼𝑡
𝑗

∙ 𝐻𝑡
𝑗
)

𝑛

𝑗=1

= 0. 

∑{ℎ𝑡
𝑖 〈𝑝𝑡 + 𝑐𝑡

𝑖, (𝑝𝑡 + 𝑐𝑡
𝑖)𝐻𝑡

𝑖 + 𝑀𝑡
𝑖[𝐿𝑡

𝑖 − 𝐿𝐻𝑡
𝑖 (𝐻𝑡

𝑖; 𝑺𝑡)]〉 − 𝐻𝑡
𝑖}

𝑛

𝑖=1

= 0,    𝜇𝑡
𝑖 ≥ 0, 

となる。あくまで内点解の必要条件なので、まだこの内点解が存在するとは限らない。補題１から、 

𝜕𝛹𝑡
𝑖

𝜕𝑝𝑡
=

𝜕𝑣𝑡
𝑖

𝜕𝑝𝑡
+

𝜕𝑣𝑡
𝑖

𝜕𝐼𝑡
𝑖

∙ 𝐻𝑡
𝑖 − 𝜇𝑡

𝑖 ∑ (
𝜕ℎ𝑡

𝑗

𝜕𝑝𝑡
+

𝜕ℎ𝑡
𝑗

𝜕𝐼𝑡
𝑗

∙ 𝐻𝑡
𝑗
)

𝑛

𝑗=1

= −
𝜕𝑣𝑡

𝑖

𝜕𝐼𝑡
𝑖

∙ (ℎ𝑡
𝑖 − 𝐻𝑡

𝑖) − 𝜇𝑡
𝑖 ∑ (

𝜕ℎ𝑡
𝑗

𝜕𝑝𝑡
+

𝜕ℎ𝑡
𝑗

𝜕𝐼𝑡
𝑗

∙ 𝐻𝑡
𝑗
)

𝑛

𝑗=1

, 

となる。この第 1項はその国の資源財純輸出量が正負を決めるので、資源財の貿易がその国で行われ

る限り 0にはならなく、しかも正負は国によって分かれる。第 2項は共通魚価 pの変動が世界の需要



量に与える影響が正負を決め、その部分の正負は各国で共通している。0 になるときは魚価が動いて

も需給均衡が変化ない稀なときを意味する。乗数μの値が 0になるときはクーン＝タッカーの定理な

どから世界の需給均衡がその国の経済厚生最大化に影響しない状況になるので、0 にならない仮定も

自然である。しかし、補題 2から、貿易が行われているときに共通魚価 pに関する条件式が全て内点

解で成立することはない。従って、ある国では共通魚価 p が 0 や∞に近づくことが言える。0 に近づ

く中で先に漁獲量 H が 0 つまり非資源財に特化となり、∞に近づく中で漁獲量 H が最大値つまり資

源財に特化となるので、全ての国が漁獲量 H の条件式で内点解となる均衡には「移行過程を含めて」

なりえない。以上をまとめて次の命題となる。 

 

命題 国際共通市場における共通魚価を気にする各国が非協力的に経済厚生最大化するように漁獲

量Hを決めることを考える。資源財の貿易が全ての国で行われている限り、あるいは資源財価格の変

動が世界的な資源財の需給均衡を動かす限り、資源財輸入国・資源財輸出国の双方を含む全ての国が

内点解で漁獲量を決めるという均衡は「移行過程を含めて」あり得ない。この結果は輸送費や関税な

ど各国特有の価格変動部分が含まれても保持される。 

 

 この命題は次のように解釈できる。各国政府は世界的な需給均衡の下で魚価 pを気にするので、各

国にとっては（魚価 p 自体は世界的な需給均衡から決まる反面、）魚価 p に関する内点解の条件式を

出すことで世界的な需給均衡がどの程度各国の経済厚生最大化を邪魔するかの度合い、つまり需給均

衡に対する各国の乗数μの値を決めることがクーン＝タッカーの定理の意味づけを考えれば分かる。

ところが需給均衡は本来供給を超えて需要出来ないとする等号付き不等式型の制約式なので、需給均

衡が等号で成立する範囲内ではこの乗数μを非負つまり絶対値で考えられる。今回の漁業資源財は増

えれば効用を通して各国の経済厚生を必ず引き上げるので、需給均衡が経済厚生を妨げない状況は（限

界的にも）起き得ないので、乗数μの値は正となり制約が効いていることを意味する。ところが、魚

価 pに関する条件式は資源量の変動に関する遷移式に直接は資源財価格が含まれていない関係で、間

接効用関数の価格に関する変動部分と需給均衡の価格に関する変動部分に分けることが出来る。間接

効用関数の価格に関する変動部分は価格に関する直接効果が需要部分、所得を通じた間接的な変動部

分が供給への影響を示すので、その差つまりその国の資源財純輸出量にその項の正負は共通の形式で

依存する。そのため、資源財輸入国と資源財輸出国で純輸出量の正負は変わる。一方、今回は国際的

に共通魚価なので、その共通魚価が世界的な需給均衡には影響を与えること自体は疑いようがないが

その影響は各国共通の符号形式で入るのである。そのため資源財の貿易が全ての国で行われている限

り、全ての国で資源財価格に関する内点解の 1階の必要条件が 0になる、などということはあり得な

く、どこかの国では資源財価格が 0または∞になるように向かわせることになる。資源財価格が 0と

いうことはその資源財に漁獲（生産・収穫）の価値は無いので、0 になる前に資源財の漁獲量は 0 の

特化生産（非資源財への特化生産）が起きる。資源財価格が∞ということは所得が飛躍的に上がるこ

とを意味するので、無限大になる前にその国が資源財つまり漁業に特化することになる。どちらにし

ても、全ての国が内点解で漁獲量を決める均衡は存在しえない。 

この命題は次の系を導く。 

 

系 国際共通市場における共通魚価を気にする各国が非協力的に経済厚生最大化するように漁獲量 H

を決めることを考える。資源財の輸出国・輸入国の双方が内点解で漁獲量を決めることはなく、内点

解で漁獲量を決める国が存在すれば均衡は次の 2つに限られる。 

(1) 資源財の輸出国側だけが内点解を実現し、資源財の輸入国側は端点解で特化生産をする（漁業

には携わらない）均衡。つまり（資源財の輸出国側には漁業に特化する国はあってもよいが）

資源財の輸入は全量輸入であり、内点解的に資源量を調整できる資源管理の主導権は資源財

の輸出国側にある均衡。2国モデルなら共有資源ながら 1国だけで漁獲・管理している。 



(2) 資源財の輸入国側だけが内点解を実現し、資源財の輸出国側は端点解で特化生産をする（漁業

に専念する）均衡。つまり（資源財の輸入国側には漁業に携わらない国はあってもよいが）資

源財の輸出国側は内点解的な資源量調整の主導権を持たず、内点解的に資源量を調整できる

資源管理の主導権は資源財の輸入国側にある均衡。 

 

 この命題と系は次の意味を持つ。譲渡不能な漁獲枠を正当化する前提には、この内点解で漁獲枠を

各国が非協力的に決める均衡の存在が不可欠であった。しかし、そのような均衡は存在しないので、

譲渡不能な漁獲枠には経済学的な妥当性がないことになる。その反面、特化を必ず 1つの国では含む

Takarada et al.(2012)などはその妥当性を回復することになる。 

Takarada et al. (2012) では 2国・2財・1要素でリカード貿易理論を基に共有資源を入れた Takarada 

et al. (2013) 型の国際的に共有された再生可能資源財の貿易を考える際に、共有資源ならではの特性が

出る資源財輸出国が資源財特化生産（漁業に専念）、資源財輸入国が不完全特化（漁業も非資源財産業

も稼働）の状況で開国と資源管理の関係を分析している。特に開国による貿易利益・損失の影響と管

理の利益を分けて分析するために、資源財に収入従価税型の物品税を導入する「税率管理」つまり漁

獲量に対するロイヤリティの形で分析を行っている。その結果、Brander and Taylor(1998)のような各国

保有資源とは異なり Takarada et al.(2012, 2013)のような国際的に共有された再生可能資源では資源の獲

り過ぎによる影響は両国にまたがるので、資源財の輸入国側にも影響が出る。その状況で Takarada et 

al.(2012)のように資源財輸出国が資源財に完全特化つまり漁業に専念するなら、資源管理の主導権は

労働（エフォート）の内点解的な調整によって動かせる資源財輸入国に来ることになる。Takarada et al. 

(2012, 2013) 型のモデルはリカード貿易理論を基にしているので、共有資源では世界的な最善は（非

資源財の限界生産性に比した）相対的な漁獲技術の高い国が優先的に漁獲すべきで、資源財輸出国が

資源財に特化つまり漁業に専念してもなお漁獲可能なくらい資源の回復力が高く資源量が豊富な場合

には資源財輸入国が不完全特化により漁業を始めることが導かれる。Takarada et al. (2012) では資源財

輸入国が資源財の管理の主導権を持っているとき、資源財によるレントの恩恵を求めて世界的な最善

より資源財の管理を緩めることが示されている。そのため、最善な資源管理を実現するには、本来資

源財のレントにより恩恵を受けていると考えられる資源財輸出国側こそが管理の主導権を持っている

資源財輸入国へ国際援助をする必要性が示唆されている。この国際援助の向きは Brander and 

Taylor(1998)等の各国保有資源の向きとは逆である。各国保有資源では資源を輸出向けに食い潰す被害

を資源財輸出国は受けているわけであり、輸入することによる貿易の利益と資源量が回復することに

よる恩恵を受ける資源財輸入国側が資源財の輸出国に国際援助を行うべきとの向きであったため、こ

の向きの変化は共有資源ならではの影響であると考えられる。この研究結果に対し妥当性が復活する。 

2 国で共有資源の場合に管理を片方の国だけで行う、ということには違和感もあるかもしれない。

しかし、部分均衡の際にはMunro(1979), Vislie(1987)などにより共有資源でも管理の主導権は片方の側

に委ねられることが導き出されていて、これは Levhari and Milman(1980)等の、共有資源の管理をクー

ルノー＝ナッシュ均衡で考える、両国が共有資源の管理に携わる形とは異なる。本稿は関数形を一般

形にすることで、Munro(1979), Vislie(1987)、そして Takarada et al.(2012)の視点が正しかったことを示し

ている。 

 この結果は明示解を解いている結果ではないので、連続時間で各国が他の国の影響や資源ストック

ベクトルなどまで考えて行動する微分ゲームでも、比較的解き易いオープン・ループ解だけでなく、

経済学的に妥当性の高いフィードバック・ナッシュ均衡でも「生産・収穫・漁獲関数に一般性を保っ

たまま」同じ結果が導かれる。 

 共通魚価を各国が変数とすることに対する疑問が出ることがあるが、等式で満たされる需給均衡を

共通魚価について解いて代入することで、本来的には資源ストックの遷移式だけが制約式になる最大

化で漁獲枠を決める場合と本質的には等価である。本質的に共通魚価の内点解の条件式で決めている

ものは世界的な需給均衡がその国の経済厚生にどの程度悪影響を与えるかを出すためのものであり、



本分析方法に問題はない。需給均衡を等号付き不等式で入れたのは乗数の符号確定のためである。 

 Takarada et al. (2012, 2013) などを基に考えると、本来的には世界の漁獲量とどの国が優先的に漁獲

を行うかを決めるのが最優先である。しかし、国内でも漁獲技術が異なる、国際的にも優先順位を決

定できないなどの場合には ITQのような譲渡可能な漁獲枠などを設けて、漁獲枠をあえて集めること

にこそ意味がある。譲渡不能な漁獲枠が妥当性を持つ訳ではない。国境を超えての監視水準を各国間

で保つのが難しいから漁獲枠の市場を維持し難い、などと言っている状況ではないのである。 

 

３．おわりに 

 

 本稿では共通市場で形成される共通魚価を気にする各国政府が非協力的に経済厚生最大化のために

漁獲枠を内点解で決める均衡について分析を行った。本均衡は譲渡不能な漁獲枠を正当化する上で必

須であったが、そのような均衡は移行過程を含めて存在しない。そのため、譲渡不能な漁獲枠は本来

的には経済学的な妥当性を持たないと考えられる。 

なお、この分析は部分均衡分析へと切り替えが本質的に可能である。本稿では効用関数は一般形を

中心に記載を行ったが、途中で非資源財への準線形性などについても触れた。そのため、その際の非

資源財部分を留保所得など消費から得られる部分以外の影響（つまり生産面の所得の残りの部分や政

府所得）とし、効用関数を消費者余剰などにとることで、部分均衡分析での結果にも直ちに移植可能

である。また、支出GDPにあたるGDEなどの形に効用関数を設定すれば、GDP等の最大化の形にも

対応する。 

 その反面、決して「経済厚生最大化」が政府の目的ではない場合に本結果を担保するものではない。

例えば政府を事実上水産面で指揮する水産行政部署が消費者には目を向けず生産者側にのみ大事にし

たり、漁業者の雇用維持などを目的にしたり、という場合には話が変わる。日本の場合には水産行政

の目的は国の経済厚生最大化ではないとの指摘もある。しかし、国の経済厚生より大事にする項目に

ついてはその分だけ経済厚生は下がる以上誰かが犠牲になっている訳であり、それでもその政策目的

を持つ妥当性については別途示す必要がある。第１次近似として各国は経済厚生を最大化することを

仮定する分析には十分意味がある。 

 関連して、本稿では譲渡不能な漁獲枠の各国配分の経済学的不当性を説くものであるが、その前提

が（内点）解による均衡の不存在を理由にしたものであり、実際にナッシュ交渉解等を求めているも

のではない。しかし、前提が崩れた状況からは妥当な政策など導かれよう筈もない。譲渡可能な漁獲

枠やオークションによる枠の配分決定ならばまだその是正（比較優位などの意味で適切な所に集中さ

せること）も売買・譲渡によって可能となるが、（過去の実績などに基づいた）無償分配での譲渡不能

な漁獲枠の各国分配にはその修正手段さえない。 

 本研究を締めくくる上では、次の指摘も必要となる。本研究は「比較的状況が適合し易いから」と

いう意味で国際的に共有された漁業資源を中心に取り上げた。しかし、本研究の適用範囲は共有漁業

資源の域に留まらない。（同じ・類似の魚種などの理由で）国際的に共通市場（共通価格）が成立して

いれば各国保有資源でも適用可能であり、また、漁業資源に限らずとも森林資源や水資源、さらには

石油などの枯渇性資源などにも類似の条件が当てはまれば適用可能である。例えば石油であればその

世界共通価格がある程度認識されていることは日本経済新聞など新聞報道にも入ることから分かるし、

石油価格に一喜一憂する国家は容易にイメージし易い。 
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